
 宇都宮大学における研究費等の管理・監査等の体制
～研究費等の適切な使用を行うための手続き～

※100万円未満の物品・図書の購入については、「教員発注制度」を導入し、研究者等から直接業者への発注を認めています。

<最高管理責任者>

学 長 文部科学省等
<公的研究費の交付元>

不正使用があった場合の報告（調査の要否を含む）

<統括管理責任者>
総務・財務担当理事

研 究 者 等

機 関 内 外

不正防止計画推進室

相談窓口

監 事 会計監査人

<内部監査部門>

監 査 室

情報交換の場

（三者会議）

責任体制

監査体制

情報発信・共有化推進体制

執 行 部 局

調査委員会 調査報告 ⇒ 学長

状況

報告

・基本方針の策定

・必要な措置

<室長> 

研究・情報担当理事

【構成員】

・室長

・学術研究部長

・総務課長

・財務課長

・研究協力･産学連携課長

・その他室長が指名する者

【業務】
・不正使用防止計画の策定・実施

及び取組等の公表

・行動規範の策定

・不正発生要因に対する改善策 等

▶使用ルール

学術研究部

研究協力・産学連携

課

▶事務処理手続き

財務部財務課

＜不利益処分審査＞
学長の付託により不利益処分の審査を

行い、報告

教育研究評議会（教員）

職員審査委員会（職員）

調査・懲戒

相談・回答

連

携

推進体制

納品発注

依頼

※

経理調達室

（物件・役務等）

施設課（工事・保守等）

学術情報室

（図書・雑誌等）
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取引業者
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※

相談・回答通報・通知

状況報告

具体策

の策定

具体策・コンプライアンス教

育の実施、受講状況の管理、

研究費等の管理・執行等の

モニタリング・改善指導、状

況報告

<コンプライアンス

推進副責任者>

学科、専攻、

事務部門等

<部局相談窓口>

<コンプライアンス

推進責任者>

部局長

宇都宮大学における研究費等の不正使用

に係る調査等に関する取扱内規

宇都宮大学における研究費等の不正使用に係る調査等に関する取扱内規

実施

報告

通報・告発窓口

総務部総務課

実施

報告
連携


